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参
考
資
料

級別 １級 ２級 ３級 ４級

視覚障害

視力の良い方の眼の視力（
万国式視力表によって測っ
たものをいい、屈折異常の
ある者については、矯正視
力について測ったものをい
う。以下同じ）が０.０１以下
のもの

1.		視力の良い方の眼の視力が
０.０２以上０.０３以下のもの
2.		視力の良い方の眼の視
力が０.０４かつ他方の眼
の視力が手動弁以下の
もの

3.		周辺視野角度（Ⅰ／４視標
による。以下同じ）の総和
が左右眼それぞれ８０度
以下かつ両眼中心視野角
度（Ⅰ／２視標による。以下
同じ）が２８度以下のもの

4.		両眼開放視認点数が７０点
以下かつ両眼中心視野視
認点数が２０点以下のもの

1.		視力の良い方の眼の視力
が０.０４以上０.０７以下
のもの（２級の２に該当す
るものを除く）

2.		視力の良い方の眼の視力
が０.０８かつ他方の眼の
視力が手動弁以下のもの

3.		周辺視野角度の総和が左
右眼それぞれ８０度以下
かつ両眼中心視野角度が
５６度以下のもの

4.		両眼開放視認点数が７０
点以下かつ両眼中心視野
視認点数が４０点以下の
もの

1.		視力の良い方の眼の視力
が０. ０８以上０. １以下
のもの（３級の２に該当
するものを除く）

2.		周辺視野角度の総和が左
右眼それぞれ８０度以下
のもの

3.		両眼開放視認点数が７０
点以下のもの

聴
覚
又
は
平
衡
機
能
の
障
害

聴覚障害

両耳の聴力レベルがそれぞ
れ１００デシベル以上のもの
（両耳全ろう）

両耳の聴力レベルが９０デ
シベル以上のもの（耳介に
接しなければ大声語を理解
し得ないもの）

1.		両 耳 の 聴 力 レ ベ ル が
８０デシベル以上のもの
（耳介に接しなければ話
声語を理解し得ないもの）

2.		両耳による普通話声の最
良の語音明瞭度が５０
パーセント以下のもの

平衡機能
障害

平衡機能の極めて著しい障
害

音声機能、言語
機能又はそしゃく
機能の障害

音声機能、言語機能又はそ
しゃく機能の喪失

音声機能、言語機能又はそ
しゃく機能の著しい障害

参考資料参考資料
1．身体障害者障害程度等級表

は身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が１種となる障害です。

５級 ６級 ７級 備考
1.		視力の良い方の眼の視
力が０. ２かつ他方の眼の
視力が０. ０２以下のもの

2.		両眼による視野の２分の
１以上が欠けているもの

3.		両眼中心視野角度が５６
度以下のもの

4.		両眼開放視認点数が７０
点を超えかつ１００点以下
のもの

5.		両眼中心視野視認点数が
４０点以下のもの

視力の良い方の眼の視力
が０. ３以上０. ６以下かつ
他方の眼の視力が０. ０２
以下のもの

1. 同一の等級について二つの重複する障
害がある場合は、１級上の級とする。た
だし、二つの重複する障害が特に本表
中に指定されているものは、該当等級
とする。

2. 肢体不自由においては、７級に該当する
障害が２以上重複する場合は、６級とす
る。

3. 異なる等級について２以上の重複する
障害がある場合については、障害の程
度を勘案して当該等級より上位の等級
とすることができる。

4.「指を欠くもの」とは、おや指については
指骨間関節、その他の指については第
一指骨間関節以上を欠くものをいう。

5.「指の機能障害」とは、中手指節関節以
下の障害をいい、おや指については、対
抗運動障害をも含むものとする。

6. 上肢又は下肢欠損の断端の長さは実用
長（上腕においては腋窩より、大腿にお
いては坐骨結節の高さより計測したも
の）をもって計測したものをいう。

7. 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし
下端までを計測したものをいう。

1.		両耳の聴力レベルが７０
デシベル以上のもの（４０
センチメートル以上の距
離で発声された会話語を
理解し得ないもの）

2.		一側耳の聴力レベルが
９０デシベル以上、他側
耳の聴力レベルが５０デ
シベル以上のもの

平衡機能の著しい障害
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参
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料

級別 １級 ２級 ３級 ４級

肢
　
　
体
　
　
不
　
　
自
　
　
由

上肢機能
障害

1. 両上肢の機能を全廃した
もの

２. 両上肢を手関節以上で
欠くもの

1. 両上肢の機能の著しい障
害

2. 両上肢のすべての指を欠
くもの

3. 一上肢を上腕の２分の１
以上で欠くもの

4. 一上肢の機能を全廃した
もの

1. 両上肢のおや指及びひと
さし指を欠くもの

2. 両上肢のおや指及びひと
さし指の機能を全廃した
もの

3. 一上肢の機能の著しい障
害

4. 一上肢のすべての指を欠
くもの

5. 一上肢のすべての指の機
能を全廃したもの

1. 両上肢のおや指を欠くも
の

2. 両上肢のおや指の機能を
全廃したもの

3. 一上肢の肩関節、肘関節
又は手関節のうち、いず
れか一関節の機能を全
廃したもの

4. 一上肢のおや指及びひと
さし指を欠くもの

5. 一上肢のおや指及びひと
さし指の機能を全廃した
もの

6. おや指又はひとさし指を
含めて一上肢の三指を
欠くもの

7. おや指又はひとさし指を
含めて一上肢の三指の
機能を全廃したもの

8. おや指又はひとさし指を
含めて一上肢の四指の
機能の著しい障害

肢
　
　
体
　
　
不
　
　
自
　
　
由

下肢機能
障害

1. 両下肢の機能を全廃した
もの

2. 両下肢を大腿の２分の１
以上で欠くもの

1. 両下肢の機能の著しい障
害

2. 両下肢を下腿の２分の１
以上で欠くもの

1. 両下肢をショパール関節
以上で欠くもの

2. 一下肢を大腿の２分の１
以上で欠くもの

３．一下肢の機能を全廃した
もの

1. 両下肢のすべての指を
欠くもの

2. 両下肢のすべての指の
機能を全廃したもの

3. 一下肢を下腿の２分の１
以上で欠くもの

4. 一下肢の機能の著しい障
害

5.	 一下肢の股関節又は膝
関節の機能を全廃したも
の

6.	一下肢が健側に比して、
１０センチメートル以上
又は健側の長さの１０分
の１以上短いもの

体幹機能
障害

体幹の機能障害により坐っ
ていることができないもの

1. 体幹の機能障害により坐
位又は起立位を保つこと
が困難なもの

2.	体幹の機能障害により立
ち上がることが困難なもの

体幹の機能障害により歩行
が困難なもの

は身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が１種となる障害です。

５級 ６級 ７級 備考
1. 両上肢のおや指の機能
の著しい障害

2. 一上肢の肩関節、肘関節
又は手関節のうち、いず
れか一関節の機能の著し
い障害

3. 一上肢のおや指を欠くも
の

4. 一上肢のおや指の機能を
全廃したもの

5. 一上肢のおや指及びひと
さし指の機能の著しい障
害

6. おや指又はひとさし指を
含めて一上肢の三指の
機能の著しい障害

1. 一上肢のおや指の機能
の著しい障害

2. ひとさし指を含めて一上
肢の二指を欠くもの

3. ひとさし指を含めて一上
肢の二指の機能を全廃し
たもの

1. 一上肢の機能の軽度の
障害

2. 一上肢の肩関節、肘関節
又は手関節のうち、いず
れか一関節の機能の軽
度の障害

3. 一上肢の手指の機能の
軽度の障害

4. ひとさし指を含めて一上
肢の二指の機能の著し
い障害

5. 一上肢のなか指、くすり
指及び小指を欠くもの

6. 一上肢のなか指、くすり
指及び小指の機能を全
廃したもの

1. 一下肢の股関節又は膝
関節の機能の著しい障害

2. 一下肢の足関節の機能を
全廃したもの

3. 一下肢が健側に比して、５
センチメートル以上又は
健側の長さの１５分の１
以上短いもの

1. 一下肢をリスフラン関節
以上で欠くもの

2. 一下肢の足関節の機能
の著しい障害

1. 両下肢のすべての指の機
能の著しい障害

2. 一下肢の機能の軽度の
障害

3. 一下肢の股関節、膝関節
又は足関節のうち、いず
れか一関節の機能の軽
度の障害

4. 一下肢のすべての指を欠
くもの

5. 一下肢のすべての指の機
能を全廃したもの

6. 一下肢が健側に比して、３
センチメートル以上又は
健側の長さの２０分の１
以上短いもの

肢体不自由における人工関節等の障害認
定については、人工関節等の置換術後の
障害の状態（関節可動域等）を評価して行
う。

体幹の機能の著しい障害
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参
考
資
料

級別 １級 ２級 ３級 ４級

肢
　
体
　
不
　
自
　
由

脳
病
変
に
よ
る
運
動
機
能
障
害

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性
の

上
肢
機
能
障
害

不随意運動・失調等により
上肢を使用する日常生活動
作がほとんど不可能なもの

不随意運動・失調等により
上肢を使用する日常生活動
作が極度に制限されるもの

不随意運動・失調等により
上肢を使用する日常生活動
作が著しく制限されるもの

不随意運動・失調等による
上肢の機能障害により社会
での日常生活活動が著しく
制限されるもの

移
動
機
能
障
害

不随意運動・失調等により
歩行が不可能なもの

不随意運動・失調等により
歩行が極度に制限されるも
の

不随意運動・失調等により
歩行が家庭内での日常生活
活動に制限されるもの

不随意運動・失調等により
社会での日常生活活動が著
しく制限されるもの

内
　
　
部
　
　
障
　
　
害

心臓機能
障害

心臓の機能の障害により自
己の身辺の日常生活活動が
極度に制限されるもの

心臓の機能の障害により家
庭内での日常生活活動が著
しく制限されるもの

心臓の機能の障害により社
会での日常生活活動が著し
く制限されるもの

じん臓
機能障害

じん臓の機能の障害により
自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限されるもの

じん臓の機能の障害により
家庭内での日常生活活動が
著しく制限されるもの

じん臓の機能の障害により
社会での日常生活活動が著
しく制限されるもの

呼吸器
機能障害

呼吸器の機能の障害により
自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限されるもの

呼吸器の機能の障害により
家庭内での日常生活活動が
著しく制限されるもの

呼吸器の機能の障害により
社会での日常生活活動が著
しく制限されるもの

ぼうこう
又は直腸
機能障害

ぼうこう又は直腸の機能の
障害により自己の身辺の日
常生活活動が極度に制限さ
れるもの

ぼうこう又は直腸の機能の
障害により家庭内での日常
生活活動が著しく制限され
るもの

ぼうこう又は直腸の機能の
障害により社会での日常生
活活動が著しく制限される
もの

小腸
機能障害

小腸の機能の障害により自
己の身辺の日常生活活動が
極度に制限されるもの

小腸の機能の障害により家
庭内での日常生活活動が著
しく制限されるもの

小腸の機能の障害により社
会での日常生活活動が著し
く制限されるもの

H	I	V	に
よる免疫
機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能の障害により
日常生活がほとんど不可能
なもの

ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能の障害により
日常生活が極度に制限され
るもの

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫の機能の障害により日常
生活が著しく制限されるもの
（社会での日常生活活動が著
しく制限されるものを除く）

ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能の障害により
社会での日常生活活動が著
しく制限されるもの

肝臓機能
障害

肝臓の機能の障害により日
常生活活動がほとんど不可
能なもの

肝臓の機能の障害により日
常生活活動が極度に制限さ
れるもの

肝臓の機能の障害により日常
生活活動が著しく制限される
もの（社会での日常生活活動が
著しく制限されるものを除く）

肝臓の機能の障害により社
会での日常生活活動が著し
く制限されるもの

は身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が１種となる障害です。

５級 ６級 ７級 備考
不随意運動・失調等による
上肢の機能障害により社会
での日常生活活動に支障の
あるもの

不随意運動・失調等により
上肢の機能の劣るもの

上肢に不随意運動・失調等
を有するもの

不随意運動・失調等により
社会での日常生活活動に支
障のあるもの

不随意運動・失調等により
移動機能の劣るもの

下肢に不随意運動・失調等
を有するもの

心臓機能障害におけるペースメーカ等の障害
認定については、心臓機能を維持するための
メースメーカやICDへの依存度、日常生活活
動の制限の程度（メッツ値）を勘案して行う。
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2－1．知的障害（愛の手帳）判定基準表 （０歳～６歳　就学前）

１度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度）

知能測定値

標準化された知能検査、
社会生活能力検査又は
乳幼児用の精神発達検
査を用いた結果、算出さ
れた知能指数及びそれに
該当する指数について、
右の程度別に判定するこ
と。

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
１９以下

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
２０～３４

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
３５～４９

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
５０～７５

運動

運動機能の発達状況につ
いて、右の程度別に判定す
ること。０歳から１歳程度
の乳幼児で判定不可能な
ものは「程度不明」とする
こと。

運動機能がき
わめて未発達
なため起座も
不可能

運動機能がき
わめて未発達
なため歩行も
不十分

運動機能の発
達が年齢より
全般的に未発
達

運動機能の発
達はおおむね
年齢相応

社会性

大人、他の乳幼児、児童と
の接触により対人関係を
理解し、集団的行動に加わ
ることのできる能力につい
て、右の程度別に判定する
こと。

対人関係の理
解が不可能

集団的行動が
ほとんど不可
能

対人関係の理
解及び集団的
行動がある程
度可能

対人関係の理
解及び集団的
行動がおおむ
ね可能

意思疎通

言語を通しての意思疎通
の可能な度合いについて
右の程度別に判定するこ
と。０歳から１歳程度の乳
幼児で判定不可能なもの
は「程度不明」とすること。

言語による意
思疎通が全く
不可能

わずかで不完
全な単語だけ
のため意思疎
通が不可能

言語が未発達
なため、意思
疎通が一部不
可能

言語を通して
の意思疎通が
可能

身体的健康

身体の発達、その健康状
態または合併症等に関す
る健康上の配慮について、
右の程度別に判定するこ
と。

特別の治療、
看護が必要

特別の保護が
必要

特別の注意が
必要

健康であり、
注意を必要と
しない

基本的生活

食事、排泄、着脱衣、入浴、
睡眠等についての生活上
基本的な能力について、
右の程度別に判定するこ
と。

常時、介助及
び保護が必要

部分的介助と
常時の監督又
は保護が必要

部分的介助と
見守りが必要

介助や見守り
をあまり必要
としない

程度
項目
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2－2．知的障害（愛の手帳）判定基準表

１度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度）

知能測定値

標準化された知能検査、社
会生活能力検査又は乳幼
児用の精神発達検査を用
いた結果、算出された知能
指数及びそれに該当する
指数について、右の程度別
に判定すること。

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
１９以下

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
２０～３４

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
３５～４９

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
５０～７５

学習能力
知識の習得能力について、
右の程度別に判定するこ
と。

簡単な読み、
書き、計算も
不可能

簡単な読み、書
き、計算でもほ
とんど不可能

簡単な読み、
書き、計算が
部分的に可能

簡単な読み、
書き、計算がほ
ぼ可能

作業能力
絵画、製作、その他の作業
の能力について、右の程度
別に判定すること。

簡単な手伝い
などの作業も
不可能

作業のうち簡
単な手伝いや
使いが可能

指導のもとに
作業が可能

単純な作業が
可能

社会性

対人関係の理解、集団的
行動の能力について、右の
程度別に判定すること。

対人関係の理
解が不可能

集団的行動が
ほとんど不可
能

対人関係の理
解及び集団的
行動がある程
度可能

対人関係の理
解及び集団的
行動がおおむ
ね可能

意思疎通

言語及び文字を通しての
意思疎通の可能な度合い
について、右の程度別に判
定すること。

言語による意
思疎通がほと
んど不可能

言語による意
思疎通がやや
可能

言語が未発達
で文字を通し
ての意思疎通
が不可能

日常会話（意
思疎通）が可
能。また、簡
単な文字を通
した意思疎通
が可能

身体的健康

身体の発達、その健康状
態又は合併症等に関する
健康上の配慮ついて、右
の程度別に判定すること。

特別の治療看
護が必要

特別の保護が
必要

特別の注意が
必要

健康であり、特
に注意を必要
としない

日常行動

日常行動の状況について、
右の程度別に判定するこ
と。

日常行動に支
障及び特別な
傾向があり、常
時保護及び配
慮が必要

日常行動に支
障があり、常時
注意及び配慮
が必要

日常行動にた
いした支障は
ないが、配慮
が必要

日常行動に支
障はなく、ほと
んど配慮を必
要としない

基本的生活

食事、排せつ、着脱衣、入浴、
睡眠等みずからの身辺生活
の処理能力について、右
の程度別に判定すること。

身辺生活の処
理がほとんど
不可能

身辺生活の処
理が部分的に
可能

身辺生活の処
理がおおむね
可能

身辺生活の処
理が可能

（６歳～１７歳　児童）

程度
項目
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2－3．知的障害（愛の手帳）判定基準表

１度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度）

知能測定値

標準化された知能検査、社
会生活能力検査又は乳幼
児用の精神発達検査を用
いた結果、算出された知能
指数及びそれに該当する
指数について、右の程度別
に判定すること。

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
１９以下

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
２０～３４

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
３５～４９

知能指数及び
それに該当す
る指数がおお
むね
５０～７５

知的能力

文字や数の理解、物事の判
断及び日常生活における
教養、娯楽物等の利用能力
について、右の程度別に判
定すること。

文字や数の理
解が不可能

文字や数の理
解がわずかに
可能

表示をある程
度理解し簡単
な加減ができ
る

・テレビ、新聞等
をある程度日常生
活に利用できる
・給料等の処理
ができる

職業能力

作業能力又は職業として
の作業能力の程度につい
て、右の程度別に判定する
こと。

簡単な手伝い
などの作業も
不可能

簡単な手伝い
程度は可能。
また、保護的環
境であれば、単
純作業が可能

助言等があれ
ば、単純作業
が可能

単純作業は可
能であるが、時
に助言等が必
要

社会性

対人関係の理解、集団的行
動の能力、又は一般的社会
生活の能力について、右の
程度別に判定すること。

対人関係の理
解が不可能

集団的行動が
ほとんど不可
能。ただし、個
別的な援助が
あれば限られ
た範囲での社
会生活が可能

対人関係の理
解及び集団的
行動がある程
度可能。また、
適当な援助の
もとに、限られ
た範囲での社
会生活が可能

対人関係の理
解及び集団的
行動がおおむ
ね可能。また、
適当な援助の
もとに、社会生
活が可能

意思疎通

言語及び文字を通しての
意思疎通の可能な度合い
について右の程度別に判
定すること。

言語による意
思疎通がほと
んど不可能

言語による意
思疎通がやや
可能

言語が未発達
で文字を通し
ての意思疎通
が不可能

日常会話（意思
疎通）が可能。
また、簡単な文
字を通した意
思疎通が可能

身体的健康

身体の発達、その健康状態
又は合併症等に関する健
康上の配慮について、右の
程度別に判定すること。

特別の治療、
看護が必要

特別の保護が
必要

特別の注意が
必要

健康であり、特
に注意を必要
としない

日常行動

日常行動の状況について
、右の程度別に判定するこ
と。

日常行動に支
障及び特別な
傾向があり、常
時保護及び配
慮が必要

日常行動に支
障があり、常時
注意及び配慮
が必要

日常行動にた
いした支障は
ないが、配慮
が必要

日常行動に支
障はなく、ほと
んど配慮を必
要としない

基本的生活

食事、排せつ、着脱衣、入
浴、睡眠等みずからの身辺
生活の処理能力について、
右の程度別に判定すること

身辺生活の処
理がほとんど
不可能

身辺生活の処
理が部分的に
可能

身辺生活の処
理がおおむね
可能

身辺生活の処
理が可能

（１８歳以上　成人）

程度
項目




